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図書館の中に街をつくろう！図書館の中に街をつくろう！

①②④11時～11時30分
③13時30分～14時30分

1（火）～20（日）
怖い本～オカルトから事件まで～
23（水）～8/15（金）
知るってワクワク！ 本は知識の宝箱
～図書館を使った調べ学習～
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本館おはなし会

日

「恐竜超世界２ 前編
　　  巨大恐竜の王国 ゴンドワナ大陸」

7（月）・14（月）・21（月・祝）・
22（火）・28（月）

内

10（木）13時～14時30分日

時

①5（土）・19（土） びっくりばこ
②12（土） よみきかせ 子っ子の会
③26（土） おとなも絵本を楽しむ会

おおきな木
④27（日） 図書館司書

1（火）～30（水）
花川南： 夏に読む本、夏に勝つ本
八　幡： スパイス料理のすすめ
浜　益： 近代日本文学を、まんがで
 読んでみませんか！

7月の休館日

名作を楽しむ会（DVD上映会）

本の特集コーナー

本館

分館

市民
図書館
HP

▲ Instagram

▲

申込フォーム

▲

　9月の「図書館を使った調べる学習コンクール」や夏休みの自由研究
に向けて、市内学校図書館司書が特別講座を開きます。
　8/3（日）は、いしかり砂丘の風資料館学芸員による特別講座も開催。
　26（土）～8/24（日）には昨年度受賞作品のレプリカの展示も!

夏休み特別講座
31（木） 10時～11時30分
8/3（日）  9時30分～11時30分

8/10（日） 10時～12時
　図書館でボードゲーム⁈ 市民図書館で初のボード
ゲームイベントです。 北海道アナログゲーム教育研究会
が講師となって丁寧にルールなどを教えてくれるので、
初めてでも安心♪ ぜひお申し込みください！

青い良いオバケと赤い悪いオバケ、２種類のコマを使う心理戦ボードゲーム。相手のコマの色は
見えない状態で、お互いに取り合います。２人専用ゲームでハラハラドキドキ！

図書館でボードゲームしちゃだめですか？

市内在住·通学の中学生、高校生対象

4（金）18時～31（木）に
右の申込フォームから

申込方法
20人（申込順）定員

小·中学生対象

19（土）から本館に電話またはメール申込方法
筆記用具、ノート持ち物

図書館を使った調べる学習コンクール

当日
遊ぶゲーム

ガイスター

ボード上のマスに、形の異なる各色21個のピースを交互に置いていく陣取りゲーム。最後に最も多く
ピースを置いた人が勝ち。みんなでワイワイ楽しめるゲーム！

ブロックス

他にも楽しいゲームがたくさん！

中学生・高校生のみんな、集まれ～！
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相談事例

子どもが父親のアカウントを使って家庭用ゲーム
機で遊び、課金していた事例をご紹介します。

　父親のパソコンにオンラインゲー
ムの決済メールが届いた。家庭用
ゲーム機で遊んでいた子どもが、
ゲームのポイントを得ようとクレジッ
トカードで7万円を課金していたこと
が判明。ゲーム機には父親のアカウ
ントしかなく、父親のクレジットカード
が登録されていたが、子どもは動画
サイトでゲームのポイントを入手する
方法を見て実行したといい、課金さ
れていることは知らなかった。
　ゲーム機会社に返金を申し出たが
断られてしまった。

ペアレンタルコントロール機能などを活用して対策を！

平日10時～16時市役所１階石狩市消費生活センター☎75・2282 所 日
いやや

土・日・祝日は 消費者ホットライン188（局番なし） にご相談を！
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大人があらかじめリスク管理
をしておくことが大切です！
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